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避難時の食事の質を底上げしていく県の支援を 
 11月 1日、決算特別委員会の審査で「神奈川

県の災害時の食糧備蓄」について取り上げまし

た。 

避難生活における居住環境については命が守られ

るだけではなく、プライバシーなど種々の配慮が求め

られるようになるなど避難をためらわないような避難

生活の環境整備の取り組みが進められてきていると

思います。避難所の食事に関する課題についても、

医学的・栄養学的見地からのエビデンスが蓄積され

てきているようで、エビデンスに基づき、様々なガイ

ドライン、マニュアル等が作成されているとのことで

す。しかし、イタリアや米国などと比べて食事の質が

低いという指摘があります。避難生活の食事につい

ては、ただ食べられるだけではなく、ホッと一息つけ

るような温かい食事の提供が必要だという課題意識

のもと質問に臨みました。 

県の食糧備蓄の 考 え 方は  
Q.本県の食糧備蓄についての考え方と量について 

A.国からの支援が見込まれる発災後 3日間につい

て独自に活動ができるように表のとおりの種類と

数量を備蓄している。 

Q.能登半島地震では仮設住宅に入居すると食事支

援が打ち切られるケースが頻発し、「食糧難民」

が問題となった。本県において、仮設住宅に入居

した被災者は食事支援の対象から外れることにな

るのか 

A.被災者が煮炊きや食事ができない状況などがあ

れば国や市町村と協議して対応を検討する。 

Q. 石川県では、住民等からの要望を受けて県の備

蓄米を被災者に拠出したとのことだが、本県でも 

【神奈川県地域防災計画 資料より】 

備蓄している食料を被災者に拠出することができ

るのか 

A.市町村の備蓄が不足するということであれば県

の備蓄を拠出することはある。 

Q.避難生活が長期化すると温かい食事のニーズが

高まる。大量に食糧の備蓄をするためには長期保

存に適したものにならざるを得ないが、冷たいも

のや炭水化物に偏る。県として栄養バランスや被

災者のニーズに応える支援を。 

A.様々な事業者との協定や国や広域連携によって

食料の調達し市町村を支援していく。 

これまで避難生活は我慢をしなければならない

ものという前提があったように思います。しか

し、避難をためらわないでいい環境やもう一度立

ち上がることができるようにしていくという目線

がこれからの支援には必要ではないでしょうか。 

質問の動画はこちらからご覧ください→ 


